
偽
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
サ
イ
ト
の
利
用
等
に
よ
る

犯
罪
被
害
を
防
止
し
ま
し
ょ
う

　
熊
本
県
内
で
も
、
偽
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
サ
イ
ト
等
の
利
用
に
よ
り
、
犯
罪

に
巻
き
込
ま
れ
る
事
件
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

▼
偽
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
サ
イ
ト
は
、

◦
サ
イ
ト
内
に
記
載
さ
れ
た
会
社
名
等
が
盗
用
さ
れ
て
い
る
。

◦
表
記
さ
れ
た
日
本
語
が
不
自
然
。

◦
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
可
能
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
、
支

払
い
が
銀
行
振
り
込
み
の
み
。

◦
振
り
込
み
先
の
名
義
人
が
外
国
人
名
義
。

◦
通
常
の
値
段
よ
り
、
明
ら
か
に
安
価
な
販
売
価
格
。

　
　
等
の
特
徴
が
あ
り
、
注
文
し
た
商
品
が
届
か
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
被
害
防
止
の
た
め
に
は
、

◦
ア
ク
セ
ス
先
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
再
確
認
す
る
。

◦
ブ
ッ
ク
マ
ー
ク
を
利
用
し
て
目
的
サ
イ
ト
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
。

◦
振
り
込
み
先
の
名
義
人
が
外
国
人
名
義
の
場
合
は
注
意
す
る
。

　
等
の
対
策
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
メ
ー
ル
を
利
用
し
た
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
詐
欺
に
も
注
意
が
必
要

で
す
。

　
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
詐
欺
で
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
番
号
や
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー

ド
等
の
個
人
情
報
を
盗
ら
れ
る
事
が
あ
り
ま
す
。

▼
そ
う
い
っ
た
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
は
、

◦
心
当
た
り
の
な
い
メ
ー
ル
は
開
か
な
い
。

◦
ウ
イ
ル
ス
対
策
は
万
全
に
す
る
。

◦
端
末
等
は
、
こ
ま
め
に
更
新
す
る
。

　
等
の
対
策
が
必
要
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
犯
罪
は
と
て
も
身
近
な
犯
罪
で
す
の
で
、
十
分
注
意
を
し
ま

し
ょ
う
。

◉
春
の
交
通
安
全
運
動
の
実
施
に
つ
い
て

４
月
６
日
㈬
～
４
月
15
日
㈮
ま
で

◉
令
和
４
年
度
警
察
職
員
募
集

受
付
期
間　
警
察
官
Ａ　
４
月
下
旬
～
５
月
中
旬

　
　
　
　
　
警
察
行
政　
４
月
下
旬
～
５
月
上
旬

偽
シ
ョッ
ピ
ン
グ
サ
イ
ト
等
に 

注
意
！
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　消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」
（いわゆる「インボイス制度」）が令和５年10月１日から導入され、
令和３年10月１日から適格請求書発行事業者の登録申請の受付
が始まりました。
　適格請求書等保存方式とは、買手が、仕入れに係る消費税額に
ついて、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、売
手の事業者から交付を受けた「適格請求書（いわゆるインボイス）」
等の保存を必要とする制度です。
　税務署では、「インボイス制度の概要に関する説明会」を右記
のとおり開催します。
　適格請求書等保存方式に関する詳しい情報は、国税庁ホームペ
ージ（https://www.nta.go.jp）内の熊本国税局コーナーをご
覧ください。
　なお、適格請求書等保存方式及び軽減税率制度に関する一般的
なご相談は、専用ダイヤル（c０１２０－２０５－５５３）で
受け付けております。

　成年年齢の引き下げに伴い、
18歳から親の同意なしに契約
を交わすことが出来るようにな
ります。
　法律による保護の対象ではな
くなるため消費者トラブル等に
関する知識や経験が少ない成年
になりたての若者は悪質商法等
のトラブルに巻き込まれる危険
性があります。
　「あやしいな？」「困ったな」

「不安だな」と思ったら、すぐ
にもよりの消費生活相談室へ相
談しましょう。

消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の説明会について
事業者の方は、どなたでも参加できます！

◦参加費用は無料です。
◦事前予約制で開催していますので、参加を希望する場合は、阿蘇税務署個人課税

部門（☎０９６７－２２－０５５３（ダイヤルイン））までご連絡ください。
◦新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナ

ウイルス感染症等の急激な拡大等によって、開催が中止となる場合もあります。

開催日時
開催場所 定員 留意事項

月　　日 時　　間

4月20日（水）

5月19日（木）

6月16日（木)

14：00～

15：00

阿蘇市 
一の宮町宮地1944

阿蘇税務署　１階会議室
10名

【要事前予約】

◦説明会開催日の前
日16時まで

◦定員に達し次第、
締め切りとさせて
いだきます。

４月から成年年齢は１８歳になりました

★軽い気持ちで契約しない
★うまい話にとびつかない
★ネットの情報に流されない
★契約をせかすものは相手

にしない
★借金をしてまで契約しない
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